
第２６回ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議議長声明 

（和文概要） 

（２０２３年９月６日） 

 

【ＡＳＥＡＮ＋３（ＡＰＴ）協力のレビューと将来の方向性】  

 

●ＡＳＥＡＮを牽引役とする地域の共同体構築の取組及び東アジア地域におけ

る平和、安定及び安全の促進において重要な役割を果たすＡＰＴプロセスを一

層強化し深化させることへのコミットメントを再確認。（パラ２） 

 

●ＡＰＴ協力作業計画（２０２３-２０２７）の実施における実質的な進展を 

喜んだ。（パラ３） 

 

●テロ及び暴力的過激主義対策、越境犯罪、及び非伝統的安全保障の課題への対

処における対話及び協力強化へのコミットメントを再確認。（パラ５） 

 

●地域における新型コロナ感染拡大との闘い及びその社会的・経済的影響の軽

減におけるＡＰＴ協力の役割を再確認。特に、新型コロナＡＳＥＡＮ対応基金及

びＡＳＥＡＮ包括的復興枠組（ＡＣＲＦ）及び実施計画を含む新型コロナ対応に

おけるＡＳＥＡＮ加盟国及びＡＳＥＡＮのイニシアティブに対する日中韓の支

援及び貢献を認識。ＡＳＥＡＮ感染症対策センター（ＡＣＰＨＥＥＤ）の設立に

対する日本の貢献、ＡＰＴ地域医療物資備蓄（ＡＰＴＲＭＳ）提案に対する貢献

として中国の暫定製品リスト、並びにＡＳＥＡＮ加盟国のサーベイランス能力

向上のためのＡＳＥＡＮバイオディアスポラに対する韓国の支援に感謝。ＡＳ

ＥＡＮ地域医療物資備蓄（ＡＲＲＭＳ）を補完するためのＡＰＴＲＭＳの設立に

関する一層の協議を慫慂。（パラ６） 

 

●特に、持続可能な開発、デジタルトランスフォーメーション、サプライチェー

ンの強靱性、及び相互の関心分野における協力の追求といった分野におけるよ

り強固でインパクトのある協力を通じて、困難な世界環境の舵取りをするため

のＡＰＴ協力を強化する必要性を強調。（パラ７） 

 



●ＡＳＥＡＮ及び日中韓の間の貿易・投資関係の重要性を強調。（パラ８） 

 

●地域のロジスティックシステム及びサプライチェーンの連結性、強靱性及び

持続可能性を強化し、必需品及びサービスの流通を維持するために、開かれた市

場を維持することの重要性を強調。（パラ９） 

 

●世界貿易機関（ＷＴＯ）を中核とした、ルールに基づき、無差別で、開かれた、

自由で、公正で、包摂的で、公平で、持続可能かつ透明性のある多角的貿易体制

に対する強固なコミットメントを再確認。ＷＴＯを強化し、その全ての機能を改

善するための改革の追求によりＷＴＯが目的にかなった未来志向な機関であり

続けることを確保することへの支持を表明。（パラ１１） 

 

●２０２２年１月の地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定の発効以降の進展

を歓迎。インドネシア及びフィリピンにおけるＲＣＥＰの発効は、地域の経済回

復の促進に対する我々の強固なコミットメントを反映するものであり、ルール

に基づいた秩序、地域統合及び地域全体の経済発展に対するＡＳＥＡＮ中心性

を再確認するものである。（パラ１２） 

 

●ＡＳＥＡＮ＋３緊急米備蓄（ＡＰＴＥＲＲ）及びＡＳＥＡＮ食料安全保障情報

システム（ＡＦＳＩＳ）の効果的な実施を通じたものを含め、食料安全保障の確

保におけるＡＰＴ協力の強化を求めた。強靱で持続可能な農業及び食料システ

ムを実現するための協力を強化する重要性を改めて表明。（パラ１３） 

 

●地域の金融セーフティネットの強化への継続的なコミットメント及びチェン

マイ・イニシアティブ（ＣＭＩＭ）のアクセス可能性及び有効性の向上を目的と

した緊急融資ファシリティの創設に向けた現在の議論を歓迎。ＡＳＥＡＮ＋３

マクロ経済リサーチオフィス（ＡＭＲＯ）、アジア債券市場育成イニシアティブ

（ＡＢＭＩ）及びＡＳＥＡＮ＋３の将来のイニシアティブの下での金融協力に

おける進展を歓迎。（パラ１４） 

 

●ＡＳＥＡＮ＋３財務トラックの下で災害リスクファイナンス（ＤＲＦ）の定例

議題へのアップグレードを歓迎。保険及び他の金融ソリューションを探求し、知



識交換を促進させ、ＡＳＥＡＮ災害リスク保険プログラム（ＡＤＲＦＩ）及び東

南アジア災害リスク保険ファシリティ（ＳＥＡＤＲＩＦ）といった現存の地域の

イニシアティブに関する技術的ソリューションを開発するための行動計画の承

認を歓迎。（パラ１５） 

 

●新型コロナの影響を受けた人々や企業、特に中小零細企業（ＭＳＭＥｓ）、ス

タートアップ及び他の社会的弱者を支援する必要性を強調。（パラ１６） 

 

●地域のサプライチェーンの強靱性を強化し、ポスト・コロナ期の回復を推進す

るためのデジタルトランスフォーメーションの課題を推進するためのＡＰＴの

継続的な取組を賞賛。（パラ１７） 

 

●低炭素経済を達成するための唯一の道筋は存在せず、カーボンニュートラル

／ネットゼロ・エミッションに向けた各国の状況に応じて、多様な道筋があると

の見解を共有した。地域の相互連結性を通じたＡＰＴエネルギー協力強化のた

めの継続的な取組に留意。日本主導のアジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥ

Ｃ）構想及びアジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ（ＡＥＴＩ）

といった他の関連するイニシアティブに留意。（パラ２０） 

 

●科学・技術・イノベーション（ＳＴＩ）における協力強化へのＡＰＴのコミッ

トメントに感謝。（パラ２１） 

 

●東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター（ＥＲＩＡ）とＡＳＥＡＮ事務局が実

施したＭＳＭＥｓにおけるデジタル格差解消のためのＡＳＥＡＮ＋３研究プロ

ジェクトの終了を歓迎。（パラ２２） 

 

●ＡＳＥＡＮによるＡＳＥＡＮ連結性マスタープラン（ＭＰＡＣ）２０２５の実

施に対する日中韓の支援を認識するとともに、ＡＳＥＡＮと日中韓の間の協力

強化を期待。持続可能なインフラ、デジタルイノベーション、シームレスな物流、

卓越した規制及び人の流動性といったＭＰＡＣ２０２５の５つ戦略的分野全て

における連結性イニシアティブ及びプロジェクトの共同開発及び共同キュレー

ションを通じたＡＳＥＡＮと日中韓の間の協力強化における継続的な取組を慫



慂。（パラ２６） 

 

●日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク官民協議会（ＪＡＳＣＡ）及び日

ＡＳＥＡＮ相互協力による海外スマートシティ支援策（ＳｍａｒｔＪＡＭＰ）に

より支援されたスマートシティ、並びに日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワ

ークハイレベル年次会合の開催を通じたスマートシティ協力促進のための日本

の取組を賞賛。（パラ２８） 

 

●ＡＳＥＡＮと日中韓間の貿易、投資、文化、観光、メディア及び人的交流を促

進するためのＡＳＥＡＮ・中国センター（ＡＣＣ）、日本アセアンセンター（Ａ

ＪＣ）及びＡＳＥＡＮ・韓国センター（ＡＫＣ）による取組を称賛。（パラ２９） 

 

●地域において、認識を高め、異文化理解及びＡＳＥＡＮのアイデンティティを

促進するために、文化交流及び人と人とのつながりが重要であることを強調。

（パラ３０） 

 

●ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを含むＡＰＴ保健協力の優先分野の実施に

対するコミットメントを再確認。（パラ３１） 

 

●アジア健康構想（ＡＨＷＩＮ）の下での医療・福祉制度強化における取組を認

識。（パラ３２） 

 

●国連持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）２０３０を達成するため、持続可能で、

包摂的かつ革新的な開発の促進、及び民間セクターを含む全ての関係者との協

力強化における協力を前進させることへのコミットメントを改めて表明。（パラ

３３） 

 

●ＡＳＥＡＮ＋３海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブを通

じた海洋ごみ削減のための日中韓の継続的な貢献を歓迎。特に、海洋プラスチッ

クごみナレッジセンター（ＲＫＣ-ＭＰＤ）の活動を歓迎。（パラ３４） 

 

●ＡＳＥＡＮ共同体の持続可能で包摂的かつ公平な開発を促進及び支持するこ



とへのコミットメントを再確認。（パラ３５） 

 

●持続可能な開発のための貧困緩和におけるより緊密な協力の促進へのコミッ

トメントを再確認。（パラ３６） 

 

●社会的弱者の人権の促進及び保護、ジェンダー平等の達成、社会的包摂及び女

性及び女児のエンパワーメントへのコミットメントを再確認。女性・平和・安全

保障（ＷＰＳ）の文脈において、女性のエンパワーメントのための能力構築の強

化及び継続的な支援を期待。（パラ３７） 

 

●特にＡＳＥＡＮ防災緊急対応協定（ＡＡＤＭＥＲ）作業計画２０２１-２０２

５の実施を支援するため、災害管理、緊急対応、並びに人道支援及び災害救援

（ＨＡＤＲ）に関する協力を強化することを慫慂。特にＡＳＥＡＮ防災人道支援

調整センター（ＡＨＡセンター）を通じたＯｎｅ ＡＳＥＡＮ Ｏｎｅ Ｒｅｓｐ

ｏｎｓｅに関するＡＳＥＡＮ宣言の実施に対するコミットメントを改めて表明。

（パラ４４） 

 

●東アジア協力を更に深めるために、政府、ビジネス、学界及びシンクタンクが

提言を行うためのトラック１．５のプラットフォームとしての東アジア・フォー

ラム（ＥＡＦ）の重要な貢献を認識。（パラ４５） 

 

●ＡＰＴ協力に向けた東アジア・シンクタンク・ネットワーク（ＮＥＡＴ）の重

要な貢献を認識。（パラ４６） 

 

●インド太平洋に関するＡＳＥＡＮアウトルック（ＡＯＩＰ）の実施に関する日

中韓のプログラム、プロジェクト、活動及びイニシアティブのマトリクスにおい

て反映されているようなＡＯＩＰの実施を支援するためのイニシアティブに感

謝。ＡＰＴの枠組みにおける具体的なプロジェクト及び活動を通じて、ＡＯＩＰ

を一層促進し主流化することを決意。さらに、さらに、今年開催されたＡＳＥＡ

Ｎインド太平洋フォーラムに関するフォローアップを期待。（パラ４８） 

 

●我々の安全、安定及び繁栄のための成長の中心としてのＡＳＥＡＮの戦略的



重要性を認識。ＡＳＥＡＮ＋３は、国際法に支えられた開放的、透明かつ包摂的

で、ルールに基づいた地域枠組みにおけるＡＳＥＡＮの中心性及び積極的な役

割を支持。（パラ５０） 

 

【地域・国際情勢】 

●北朝鮮による弾道ミサイル発射及び弾道ミサイル技術の使用に重大な懸念を

表明。北朝鮮による大陸間弾道ミサイル実験及び弾道ミサイル発射の最近の急

増並びに朝鮮半島における緊張は、地域の平和と安定を脅かす憂慮される展開

である。全ての当事者に対して、平和的な対話を再開し、非核化された朝鮮半島

の恒久的な平和及び安定の実現に向けて引き続き取り組むことを求めた。全て

の当事者間の平和的な対話に資する環境の醸成のための外交努力を含め、この

目的に向けた取組が優先事項であり続ける。全ての関連する国連安保理決議の

完全な履行へのコミットメントを改めて表明し、朝鮮半島の完全な、検証可能

な、かつ不可逆的な非核化を平和的な方法で実現するための国際的な取組に留

意。拉致及び抑留者問題の即時解決を含む人権問題及び国際社会の人道上の懸

念に対処することの重要性を強調。（パラ５１） 

 

●南シナ海を平和、安定、友好、繁栄及び協力の海とすることの利益を認識。特

に最近の進展を踏まえ、南シナ海における平和、安全及び安定を保護及び促進す

るための共通したコミットメントを再確認。したがって、南シナ海における緊張

を高め、紛争を複雑化、エスカレートさせ、平和と安定に悪影響を与える活動の

実施において、相互信頼・信用を強化し、自制を行使することの必要性を再確認

するとともに、ＵＮＣＬＯＳを含む国際法の普遍的に認められた原則に則った

紛争の平和的解決を追求する必要性を再確認。２００２年の南シナ海における

行動宣言（ＤＯＣ）で言及された、南シナ海における状況を更に複雑化させ緊張

を高め得る事項を含め、クレイマント国やその他全ての国による全ての活動の

実施における非軍事化及び自制の重要性を強調。ＤＯＣを全体として完全かつ

実効的に履行することの重要性を強調し、ＵＮＣＬＯＳを含む国際法と整合性

のとれた南シナ海における行動規範（ＣＯＣ）の交渉に資する環境を維持し促進

することをコミット。（パラ５２） 

 

（ミャンマー情勢） 



●ミャンマー情勢、特に５つのコンセンサスの履行について議論し、暴力の継続

的エスカレートや、ミャンマー国民に長引く苦痛をもたらし、人道危機、家屋や

学校、病院、市場、教会、僧院などの公共施設の破壊を引き起こし、また、地域、

とりわけ国境地域沿いの安定に悪影響を及ぼしていることを強く非難。（パラ５

３） 

 

●５つのコンセンサスがミャンマーにおける政治的危機に対処するためのＡＳ

ＥＡＮの主要な拠り所であり続けるという我々の立場を改めて表明。これに関

し、２０２１年４月の５つのコンセンサスへのミャンマー当局のコミットメン

トにもかかわらず、ミャンマー当局による５つのコンセンサスの履行に関して

実質的な進展がないことを深刻に懸念。（パラ５４） 

 

●５つのコンセンサスの履行に関する具体的な進展の確保におけるＡＳＥＡＮ

議長の取組及び特使事務所による集中的で包摂的な関与を評価するとともに、

議長の包括的な報告及び評価を歓迎。５つのコンセンサスの履行に関するＡＳ

ＥＡＮ首脳のレビューと決定を歓迎。ミャンマーの人々が平和的、包括的及び永

続的な解決策を見いだす手助けをするための継続的で持続可能なＡＳＥＡＮの

現在の戦略及びアプローチに対するコミットメントを再確認。（パラ５５） 

 

【その他の事項】 

●電気自動車エコシステムの開発に関するＡＳＥＡＮ＋３首脳声明を採択。

（パラ５６） 

 

●２０２４年のラオスにおける第２７回ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議の開催を期

待。（パラ５７） 

 

（了） 


